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保護者様　　　　　　　　　　
２月５日は
京都はぐくみ憲章の日
京都には　明治の初めに町衆が自ら　日本最初となる６４の地域制小学校を創設した歴史や　地蔵盆など　子どもを社会の宝として未来を託してきた人づくりの伝統があります。

「地域の子どもは地域で育てる」という思いの下，子どもを心豊かに育むことは　全ての大人の使命として　受け継がれています。

このすばらしい伝統を　京都の誇りとして　継承していくために私たち大人は　子どもの模範となり　子どもと関わる中で　自らも成長していくことが大切です。

家庭や学校だけでなく　地域・企業・行政など　「社会のあらゆる場」で　
世代を超えて子どもを育み　人と人の「絆」が結びつく京都を　いつまでも。
「京都はぐくみ憲章」は　そんな思いを持った　京都の人たちが　集まり　議論を重ね子どもたちの笑顔のために　６つの行動理念を掲げ　平成１９年２月５日に制定されたものです。

普段の何気ない　子どもとのあいさつも　京都はぐくみ憲章の実践です。

子育てでわからないことを　身近な人に聞くのも　京都はぐくみ憲章の実践です。

ひとりひとりの意識が大切です。京都ではたくさんの方が　子どもたちのために　活動しています。　
あなたのそばにも。

京都はぐくみ憲章で　人と人がますますつながる　
楽しく明るい京都にしていきましょう！
（本文は京都はぐくみ憲章ホームページより引用しています。）
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□裏面には京都はぐくみ憲章の全文を載せています。
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一度，声を出して読んでみませんか。
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□京都はぐくみ憲章ホームページもあります。
わかりやすく親しみやすく紹介されています。
http://hagukumi2525.kyoto.jp/
□京都はぐくみアプリも配信中!
http://www.kyoto-kosodate.jp/app
（前文）
わたくしたちのまち京都には，子どもを社会の宝として，愛し，慈（いつく）しみ，将来を託してきた，人づくりの伝統があります。

そうした伝統を受け継ぎ，人と自然が調和し，命のつながりを大切にして，子どもを健やかで心豊かに育む社会を築くことは，京都市民の使命です。

大人は，子どもの可能性を信じ，自ら育つ力を大切にして，子どもを見守り，褒（ほ）め，時には叱（しか）り，共に成長していくことが求められます。そして，子どもを取り巻く状況を常に見つめ，命と健やかな育ちを脅（おびや）かすものに対して，毅然（きぜん）とした態度で臨（のぞ）む必要があります。

わたくしたちは，子どもたちの今と未来のため，家庭，地域，学校，企業，行政など社会のあらゆる場で，人と人の絆（きずな）を結び，共に生きるうえでの行動規範として市民憲章を定めます。
（行動理念）

わたくしたちは，

・　子どもの存在を尊重し，かけがえのない命を守ります。
・　子どもから信頼され，模範となる行動に努めます。
・　子どもを育む喜びを感じ，親も育ち学べる取組を進めます。
・　子どもが安らぎ育つ，家庭の生活習慣と家族の絆（きずな）を大切にします。
・　子どもを見守り，人と人が支え合う地域のつながりを広げます。
・　子どもを育む自然の恵みを大切にし，社会の環境づくりを優先します。

平成１９年２月５日制定

同年３月１３日京都市会が「子どもを共に育む京都市民憲章」を積極的に推進する決議

平成３０年２月２日


京都市立楊梅幼稚園


PTA会長　


園　　長　　
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